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臨床実習時間数の増加が大学生の対人関係不安に及ぼす心理的影響

Ⅰ．緒言
柔道整復師学校養成施設における臨床実習時間お

よび単位については、「柔道整復師学校養成施設指
定規則（以下、規則）」（昭和47年文部省・厚生省令
第２号）で規定されている。この規則が、平成30年
度（2018）入学生（４年生大学においては平成29年

（2017）度入学生）より大幅に改正され1）、臨床実習
は１単位45時間から４単位180時間に増加されるこ
とになり、従来４年次に実施していた臨床実習を、
１年次から実施することとなった。これにより、学
生（以下、専門学生を含む）の心理状態についても
様々な影響が出ることが予想された。
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Abstract
　With a revision of the Rules for Judo Therapist Schools/Training Facilities, universities providing judo therapist training 
programs began to provide clinical training for a total of 180 hours (4 units), which is a 4-fold increase from that before the 
revision, targeting students enrolled from FY2017. In our study reported in 2020, we examined the psychological impact of 
clinical training on communication and relationship anxiety, involving fourth-year students in 2018. The revised rules were not 
applied to these students. Furthermore, before the revision, clinical training had been provided only in the fourth year at 
university. We hypothesized that fourth-year students’ levels of relationship-building skills are higher, and their relationship 
anxiety and sense of difficulty are reduced after the revision compared with those before it, as they have already experienced 
clinical training before the fourth year.
　Therefore, in the present study, we examined the psychological impact of increased clinical training hours on relationship 
anxiety using a questionnaire and the LSAS-J, involving students in their fourth year at university after the revision compared 
with those before it. The results did not reveal significant differences between the 2 groups before the start or after the end of 
clinical training. Moreover, relationship anxiety and the sense of difficulty markedly decreased after clinical training during the 
fourth year in both groups. This indicates differences in the psychological impact on relationship anxiety between “observatory 
clinical training” for lower-grade students and “participatory clinical training” for fourth-year students. Based on these findings, 
the psychological impact of clinical training on relationship anxiety is not simply defined by the number of training hours, but 
it may depend on “communication with patients” supported by enhanced confidence after knowledge and skill acquisition and 
“relationship-building skills” nurtured through successful communication with patients, in addition to the purposes and contents 
of training

キーワード：柔道整復師、臨床実習、コミュニケーション、社交不安、LSAS-J 
Keywords：judo therapist, clinical training, communication, social anxiety, LSAS-J
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医療関係職の養成学校において、臨床実習に臨む
学生の心理、特に「不安」に関しての研究は、かね
てより行われていた。特に看護学生についての報告
が多く2－5）、最近の報告でも、「実習に対する不安
が、楽しみよりも強い」などの報告がみられる6）。
また、理学療法士を目指す学生について「臨床教育
者、患者とのコミュニケーションと知識不足に対す
る不安を感じている学生が７割以上」といった報告
や7）、言語聴覚士を目指す学生について、「実習後
には状況不安の低減がみられた」との報告がある8）。
しかし、柔道整復師を目指す学生の臨床実習に対す
る不安については報告が少なく、１つのみであった9）。

これらの報告を踏まえ、本研究者は、規則改正前
の研究において、柔道整復師を目指す学生の臨床実
習に関する不安について2018年に調査し、2020年に
報告した10）。この研究では、当時のT大学で柔道整
復を学ぶ４年生を対象に、その不安を接遇に関する

「コミュニケーションに対する苦手意識」と「社交不
安」に限定し、アンケートと、質問紙を用いて調査
し、４年次臨床実習教育に不安に関する心理的影響
があるとの報告を行った10）。今回の規則改正は、大
きな変化であることから、学生の心理変化について
調査する必要があると考えられるが、いまだに報告
はなく、先行研究を見つけることができなかった。

この規則改正による臨床実習時間の４倍増は、臨
床実習ガイドライン検討委員会による「柔道整復師
の臨床における、実践的能力を向上するため」とい
う趣旨に基づくものだが11）、その直接的な趣旨では
なくても、規則改正後の４年次学生は、１～３年次
の実習経験により、規則改正前の学生に比べ、臨床
実習に対する不安が減少しているのではないかと考
えられた。実際、作業療法士を目指す学生について
の臨床実習における先行研究では、「臨床実習前に
は不安尺度の得点が高いが、臨床実習の経験を重ね
ることで低くなる」という報告がされている12）。本
研究着手時である令和３年（2021）４月は、規則改
正後の平成29年（2017）度入学生がようやく４年
生になったところでもあり、規則改正による臨床実
習時間数の増加が学生に与える心理的影響を研究す
ることには新規性もあり、増加した臨床実習時間数
を有効に使うための新しい知見が得られると考えら
れた。

そこで、規則改正前の４年次臨床実習において、
我々の先行研究で用いた、「コミュニケーション苦
手意識」と「社交不安」の尺度を用いて量的研究を
行い、規則改正前後の変化を比較し、臨床実習時間

数の増加が学生に与える対人関係不安への心理的影
響を調査することで、柔道整復師臨床実習における
特に医療的接遇の教育について、検討すべき点を明
らかにすることができるのではないかと考えた。

Ⅱ．目的
本研究は、柔道整復師養成課程の臨床実習におい

て、規則改正による大幅な時間数の増加が、４年次
臨床実習時の対人関係不安へどのような心理的影響
を与えたかを調査し、考察することを目的とする。

Ⅲ．方法
Ⅲ－１．調査期間および対象の属性

研究調査期間は2021年４月から、同年７月まで
とした。調査対象は2021年度にT大学の柔道整復
師を養成する学科に所属する４年生69名の内、調
査期間内にすべての調査ができなかった１名を除く
68名（98.6％）とした。調査対象者の属性は表Ⅲ－
１に表記した。４年生を対象としたのは、規則改正
前の臨床実習が４年生のみを対象としており、2018
年に行った、規則改正前の研究と比較するためであ
る。また、この抽出集団は３年間T大学において同
一カリキュラムの教育を受けており、受講環境も同
一である。 

Ⅲ－２．�コミュニケーションに対する苦手意識の評
価

規則改正前に行った研究に合わせ、アンケート式
の「コミュニケーションに対する意識調査表」（資料
１）で、臨床実習開始前と終了後を調査した。これ
は、「言語コミュニケーション」、「非対面言語コミュ
ニケーション」、「非言語コミュニケーション」、「社
会的コミュニケーション」の４項目に分類し、それ
ぞれに５つの質問を設定したもので、文化庁「分か
り合うための言語コミュニケーション（報告）」13）、
および「非言語（ノンバーバル）コミュニケーショ
ン」に関する著書といった14）、政府報告書や書籍な

規則改正前 
（2018）

規則改正後 
（2021）

n（N） 84（87） 68（69）
年齢

（平均±SD）
開始時 21.1±0.1 21.0±0.1
終了時 21.7±0.1 21.4±0.1

性別
（n、％）

男性 52（61.9%） 48（70.6%）
女性 32（38.1%） 20（29.4%）

表Ⅲ－１．被験者の属性
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どを基準とし、T大学の臨床実習内容に合わせたも
のである。これら合計20問を０－５の６件法で回
答を求め、100点法（０～100点）で採点し、高得点
ほどコミュニケーション能力に関する不安（苦手意
識）が高いという結果を表すようにしたもので、こ
の数値データを規則改正前後で比較し、臨床実習時
間数の増加が、対人関係不安に心理的な影響を及ぼ
しているのかを評価することとした。

Ⅲ－３．社交不安の評価
厚生労働省によれば、社交不安障害は、他人から

の注目や恥をかくような状況を恐れ、社会的な集い
に強い苦痛を覚え、回避し、さらに回避できない場
合には時に身体症状を呈する疾患であり、社交不安
が自分の性格として捉えられやすく、未治療である
場合が多いとされている15）。我が国では「対人恐
怖」として研究されてきたものを含むという報告が
あり16）17）、対人関係不安の一因として考えられる
ため、本研究においても、疾患のスクリーニングで
はなく、対人関係不安を評価する尺度として用い
た。量的評価の尺度には、厚生労働省のマニュアル
にも記載されている質問紙、「リーボヴィッツ社交
不安尺度日本語版」（以後、LSAS-J）を用いた15）。
LSASは社交不安障害を測定する目的で開発された
尺度であり、LSAS-JはLSASを基に、朝倉らによっ
て日本語版として作成されたもので、高い信頼性と
妥当性が確認されている18）。測定の実施は、添付の
使用手引に従い、自己記入式で行った。総合得点範
囲は０～144点である。大学生の社交不安の傾向に
ついては先行研究があり、高橋らは、104名を対象
にLSAS-Jを実施し、全学生の９割強に何らかの自
覚症状があり、うち12.5％は得点80点以上の重度、
8.65％は得点95点以上の最重度の傾向がみられたと
報告している19）。また、三浦は、重度群の割合が女
子大学生に高い傾向が認められるものの、全体とし
て性別に有意な差は認められないとの報告をしてい
る20）。本研究における得点評価については、先行研
究同様10）、使用手引の表４を目安とすることとし
た。自己記入式のカットオフ値である44点以下は
社交不安の傾向なし、44点から60点は軽度、61点
から80点は中等度、81点以上は重度の、社交不安
の傾向があるとする４段階で評価し、性差には言及
しないこととした。

Ⅲ－４．手順
規則改正前の調査と条件を統一するため、以下同

様の順序で調査を実施した。
１． 「コミュニケーションに対する意識調査」を、

臨床実習ガイダンス開始前の教室で実施。
２． 臨床実習は、名簿順に５～６名に分けられた班

ごとに学内の附属接骨院で実施。各学生の臨床
実習初日の実習開始前に、使用手引に従い個々
が影響を受けない状態において「実習を行う前
の１週間」を想定してLSAS-Jを静謐な環境

（臨床実習施設隣接の大学ロビー）で記入させ、
その場で回収した。

３． 臨床実習最終日の実習終了後に「臨床実習を
行った１週間」について、再びLSAS-Jを実習
開始前と同様の条件で記入させ、その場で回収
した。

４． 規則改正前の研究では、学生全員の臨床実習終
了後に行われる「まとめの講義」終了後に、

「コミュニケーションに対する意識調査」を実
施して回収したが、本研究においては、新型コ
ロナウイルスの影響により、オンライン授業に
よる「まとめ」を行い、全く同じアンケートを
オンラインで提出させ、１枚ずつプリントアウ
トして集計した。

Ⅲ－5．統計
すべての統計解析にはEZR21）を使用した。EZR

はRおよびRコマンダーの機能を拡張した統計ソフ
トである。なお統計処理は、規則改正後における臨
床実習前後差比較にはWilcoxonの符号付き順位和
検定、規則改正前後及びその前後差の比較には
Mann-Whitney U検定を用い、有意水準0.05未満を
有意として、検定を行った。

Ⅲ－6．倫理的配慮
調査は各々記名式としたが、集計時には研究責任

者以外の研究協力者に被験者任意の5ケタの番号に
て匿名化を依頼し数値データのみ使用した。番号は
比較、管理、研究参加辞退のためのみに用いるもの
とし、同意書とは別に同意撤回書を用意するととも
に、そのことで被験者に一切の不利益は生じないこ
とを書面および口頭にて説明を行った。両質問紙
は、研究終了後シュレッダーにかけて廃棄とし、個
人情報の保護に努めた。

本研究は帝京科学大学の倫理審査機関である「人
を対象とする研究に関する倫理審査委員会」（第
20A045号）の承認を得て実施された。
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Ⅳ．結果
Ⅳ－１．�規則改正前後の臨床実習時間数による「コ

ミュニケーションに対する苦手意識」への
影響

数値データの収集については、臨床実習を正規期
間内に終えられなかった者、質問紙に回答できな
かった者を調査対象外としたが、1名を除き、男性
48名、女性20名、計68名の有効回答を得た（有効
回答率98.6％）。

Ⅳ－１－１．�規則改正後（2021）の4年次臨床
実習による「コミュニケーションに対
する苦手意識」への影響

規則改正前後の影響を比較するにあたり、規則改
正後の臨床実習においても先行研究同様に10）、「４

年次の臨床実習がコミュニケーションに対する苦手
意識に与える影響」があるのかを、まず検証した。
比較対象である規則改正前の結果は表Ⅳ－１に10）、
規則改正後の結果は表Ⅳ－２に表記した。
「言語コミュニケーション」および「非対面言語

コミュニケーション」の値は、臨床実習前後におい
て有意に低下した（ともにp＜0.01）。さらに表記
した４項目の合計点でも有意な低下がみられた（p
＜0.01）。しかし「社会的コミュニケーション」、

「非言語コミュニケーション」の値に関しての臨床
実習前後における有意差はなかった。これらの結果
から、規則改正後の４年次臨床実習には、２項目で
有意差はないものの、総合的には「コミュニケー
ションに対する苦手意識」を低下させる影響を有す
ることが明らかとなった。

単位：点

（規則改正前2018）
臨床実習前 臨床実習後

平均値 標準偏差 平均値 標準偏差 　　p
Ⅰ．言語コミュニケーション 13.42 3.05 11.55  3.53 .000 ＊＊

Ⅱ．非対面言語コミュニケーション 14.37 3.79 11.94  3.67 .000 ＊＊

Ⅲ．非言語コミュニケーション 10.55 4.08  9.83  4.37 .084
Ⅳ．社会的コミュニケーション 12.55 3.93 11.29  4.90 .007 ＊＊

コミュニケーション苦手意識合計 50.88 9.95 44.61 13.68 .000 ＊＊

注１；点数が高いほど苦手意識が強い。
注２；Ⅰ～Ⅳは各25点満点。合計は100点満点。

＊＊p＜0.01

表Ⅳ－１．コミュニケーションに対する苦手意識の変化（n＝84）

単位：点

（規則改正後2021）
臨床実習前 臨床実習後

平均値 標準偏差 平均値 標準偏差 　　p
Ⅰ．言語コミュニケーション 12.88  3.94 11.65  4.19 .000 ＊＊

Ⅱ．非対面言語コミュニケーション 13.78  4.44 12.29  4.56 .000 ＊＊

Ⅲ．非言語コミュニケーション  9.43  4.65  9.09  4.60 .447
Ⅳ．社会的コミュニケーション 11.85  5.55 11.84  5.40 .866
コミュニケーション苦手意識合計 47.94 13.94 44.87 14.24 .006 ＊＊

注１；点数が高いほど苦手意識が強い。
注２；Ⅰ～Ⅳは各25点満点。合計は100点満点。

＊＊p＜0.01

表Ⅳ－２．コミュニケーションに対する苦手意識の変化（n＝68）

Ⅳ－１－２．�臨床実習時間数による「コミュニケー
ションに対する苦手意識」への影響�
－規則改正前後の比較－

規則改正前後を比較するにあたっては、各項目お
よび合計点について、臨床実習前後の得点、および
臨床実習前の得点から臨床実習後の得点を減じた前
後差の値を用いて有意差検定を行った。
規則改正前後の比較①
４年次の臨床実習による言語コミュニケーション苦
手意識への影響

結果は表Ⅳ－３に表記した。臨床実習前後の値に

よる有意差検定で、規則改正前後では「言語コミュ
ニケーション苦手意識」の得点に有意差はなかった

（p＞0.05）。
規則改正前後の比較②
４年次の臨床実習による非対面言語コミュニケー
ション苦手意識への影響

結果は表Ⅳ－４に表記した。臨床実習前後の値に
よる有意差検定で、規則改正前後では「非対面言語
コミュニケーション」の得点に有意差はなかった

（p＞0.05）。
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規則改正前後の比較③
４年次の臨床実習による非言語コミュニケーション
苦手意識への影響

結果は表Ⅳ－５に表記した。臨床実習前後の値に
よる有意差検定で、規則改正前後の「非言語コミュ
ニケーション苦手意識」の得点に有意差はなかった

（p＞0.05）。
規則改正前後の比較④
４年次の臨床実習による社会的コミュニケーション
苦手意識への影響

結果は表Ⅳ－６に表記した。臨床実習前後の値に
よる有意差検定で、規則改正前後の「社会的コミュ
ニケーション苦手意識」の得点に有意差はなかった

（p＞0.05）。しかし、得点前後差の値による検定で
は臨床実習時間数の少ない規則改正前の方が、有意
に低下していた（p＜0.05）。
規則改正前後の比較⑤
４年次臨床実習によるコミュニケーションに対する
苦手意識合計得点への影響

結果は表Ⅳ－７に表記した。臨床実習前後の値に
よる有意差検定で、規則改正前後で「コミュニケー
ションに対する苦手意識」合計点に、有意差は出現
しなかった。しかし、得点前後差の値による検定で
は臨床実習時間数の少ない規則改正前の方が、有意
に低下していた（p＜0.05）。

単位：点

  
規則改正前（2018）n＝84 規則改正後（2021）n＝64

平均値 標準偏差 中央値 平均値 標準偏差 中央値 U値 p
臨床実習前得点 13.42 3.05 14.0 12.88 3.94 13.0 3052.0 .467
臨床実習後得点 11.54 3.53 12.0 11.64 4.19 13.0 2717.0 .607
前後差  1.87 2.96  2.0  1.24 2.75  0.0 3190.0 .214

注１；点数が高いほど苦手意識が強い。
注２；得点は25点満点。
注３；得点前後差は、正の数字が大きいほど改善を意味する。

表Ⅳ－３．規則改正前後における「言語コミュニケーション」苦手意識得点の比較

単位：点

  
規則改正前（2018）n＝84 規則改正後（2021）n＝64

平均値 標準偏差 中央値 平均値 標準偏差 中央値 U値 p
臨床実習前得点 14.37 3.79 14.0 13.78 4.44 14.0 2996.0 .604
臨床実習後得点 11.94 3.67 12.0 12.29 4.56 12.0 2728.0 .636
前後差  2.43 3.04  2.0  1.49 3.02  2.0 3379.0 .051

注１；点数が高いほど苦手意識が強い。
注２；得点は25点満点。
注３；得点前後差は、正の数字が大きいほど改善を意味する。

表Ⅳ－４．規則改正前後における「非対面言語コミュニケーション」苦手意識得点の比較

単位：点

  
規則改正前（2018）n＝84 規則改正後（2021）n＝64

平均値 標準偏差 中央値 平均値 標準偏差 中央値 U値 p
臨床実習前得点 10.55 4.08 11.0 9.43  4.65 　9.0 3273.5 .121
臨床実習後得点  9.83 4.37 10.0 9.09 4.6 10.0 3044.5 .485
前後差  0.71 3.73  1.0 0.34  2.64 －1.0 3116.5 .332

注１；点数が高いほど苦手意識が強い。
注２；得点は25点満点。
注３；得点前後差は、正の数字が大きいほど改善を意味する。

表Ⅳ－５．規則改正前後における「非言語コミュニケーション」苦手意識得点の比較

単位：点

  
規則改正前（2018）n＝84 規則改正後（2021）n＝64

平均値 標準偏差 中央値 平均値 標準偏差 中央値 U値 p
臨床実習前得点 12.55  3.93 13.0 11.85  5.55 11.5 3094.0 .378
臨床実習後得点 11.29 4.9 11.5 11.84 5.4 12.0 2690.0 .539
前後差  1.26 4.9  1.5  0.01  3.57 －0.5 3480.0   .020＊

注１；点数が高いほど苦手意識が強い。
注２；得点は25点満点。
注３；得点前後差は、正の数字が大きいほど改善を意味する。

＊p＜0.05

表Ⅳ－６．規則改正前後における「社会的コミュニケーション」苦手意識得点の比較
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Ⅳ－２．�臨床実習時間数による社交不安傾向への影
響　－規則改正前後の比較－

数値データの収集については、臨床実習を 正規
期間内に終えられなかった者、質問紙に回答できな
かった者を調査対象外としたが、１名を除き、男性
48名、女性20名、計68名の有効回答を得た（有効
回答率98.6％）。LSAS-Jの記入、回答、収集につい
ては、Ⅲ－４．に表記した。

Ⅳ－２－１．�規則改正後（2021）の４年次臨床
実習による社交不安傾向への影響

臨床実習前後のLSAS-J得点を比較して検証した。
臨床実習前の総合点の得点範囲は14～94点、中央
値は55.5点、平均値は56.28（±22.32）点であった。
LSAS-J使用手引の表４を目安として「社交不安の
傾向」を評価したところ、144点中、44点以下の

「傾向なし」が19名（27.9％）、45点から60点の軽度
が19名（27.9％）、61点から80点の中等度が17名

（25.0％）、81点以上の重度は13名（19.1％）となっ
た。調査対象となった学生の72.1％に何らかの自覚
症状があり、44.1％は中等度以上の社交不安傾向を
示し、うち、19.1％は得点80点以上の重度の傾向が

みられた。
一方、臨床実習後の総合点の得点範囲は９～104

点、中央値は48.5点、平均値は51.46（±23.50）点
であった。同様に「社交不安の傾向」を評価したと
ころ、144点中、44点以下の「傾向なし」は27名

（39.7％）と大幅に増加した。45点から60点の軽度
は17名（25.0％）、61点から80点の中等度は18名

（26.5％）とあまり変化がみられず、81点以上の重
度は６名（8.8％）に減じた。しかし、80点以上６
名のうち４名（5.9％）は、臨床実習前には０名で
あった先行研究で最重度とされている95点以上と
なった。調査対象となった学生のうち、何らかの自
覚症状がある比率は60.3％、中等度以上の社交不安
傾向がある比率は35.3％、重度の社交不安傾向がみ
られるものは8.8％にそれぞれ低下した。

比較対象である規則改正前の結果は表Ⅳ－８に10）、
規則改正後の結果は表Ⅳ－９に表記した。様々な社
交場面を想定した質問に対する「恐怖・不安」は、
臨床実習後に有意に低下し（p＜0.01）、「回避」も
有意に低下した（p＜0.05）。この２つを合わせた

「社交不安」の傾向についても、有意に低下した（p
＜0.01）。

単位：点

（規則改正前2018）
臨床実習前 臨床実習後

平均値 標準偏差 平均値 標準偏差 　　p
恐怖・不安 29.01  9.05 26.23 10.51 .000 ＊＊

回避 22.60  8.84 21.26  9.92 .058
社交不安傾向 51.61 16.13 47.49 19.28 .001 ＊＊

注１；点数が高いほど社交不安傾向が強い。
注２；恐怖・不安、回避は各77点満点。社交不安傾向は144点満点。

＊＊p＜0.01

表Ⅳ－８．社交不安傾向の変化（n＝84）

単位：点

（規則改正後2021）
臨床実習前 臨床実習後

平均値 標準偏差 平均値 標準偏差 　　p
恐怖・不安 29.74 12.16 27.60 12.38 .005 ＊＊

回避 26.54 11.98 23.85 12.43 .011 ＊

社交不安傾向 56.28 22.32 51.46 23.50 .003 ＊＊

注１；点数が高いほど社交不安傾向が強い。
注２；恐怖・不安、回避は各77点満点。社交不安傾向は144点満点。

＊＊p＜0.01
＊p＜0.05

表Ⅳ－９．社交不安傾向の変化（n＝68）

単位：点

  
規則改正前（2018）n＝84 規則改正後（2021）n＝64

平均値 標準偏差 中央値 平均値 標準偏差 中央値 U値 p
臨床実習前得点 50.88  9.95 51.5 47.94 13.94 47.0 3246.5 .148
臨床実習後得点 44.61 13.68 46.0 44.87 14.24 45.0 2826.5 .914
前後差  6.27 10.26  5.5  3.07  7.84  2.0 3468.5   .023＊

注１；点数が高いほど苦手意識が強い。
注２；得点は100点満点。
注３；得点前後差は、正の数字が大きいほど改善を意味する。

＊p＜0.05

表Ⅳ－７．規則改正前後における「コミュニケーション苦手意識合計」得点の比較
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Ⅳ－２－２．�臨床実習時間数による社交不安への影
響　－規則改正前後の比較－

規則改正前後を比較するにあたっては、各項目そ
れぞれおよび合計点について、臨床実習前後の得点、
および臨床実習前の得点から臨床実習後の得点を減
じた得点前後差を用い、臨床実習教育前後で、規則
改正前後における値を用いた有意差検定を行った。
規則改正前後の比較①４年次臨床実習による
LSAS-J「恐怖・不安」得点への影響

結果は表Ⅳ－10に表記した。臨床実習前後の得
点値と前後差の値を用いた検定で、規則改正前後の
LSAS-J「恐怖・不安」の得点に有意差はなかった

（p＞0.05）。

規則改正前後の比較②４年次臨床実習による
LSAS-J「回避」得点への影響

結果は表Ⅳ－11に表記した。臨床実習前後の得
点値と前後差の値を用いた検定で、規則改正前後の
LSAS-J「回避」の得点に有意差はなかった（p＞
0.05）。
規則改正前後の比較③４年次臨床実習による
LSAS-J社交不安傾向（合計得点）への影響

結果は表Ⅳ－12に表記した。臨床実習前後の得
点値と前後差の値を用いた検定で、規則改正前後の
LSAS-J「社交不安傾向」の得点に有意差はなかっ
た（p＞0.05）。

単位：点

  
規則改正前（2018）n＝84 規則改正後（2021）n＝64

平均値 標準偏差 中央値 平均値 標準偏差 中央値 U値 p
臨床実習前得点 29.01  9.05 28.0 29.74 12.16 28.5 2817.0 .886
臨床実習後得点 26.23 10.51 27.0 27.60 12.38 26.5 2757.0 .715
前後差  2.78  6.11  1.0  2.14  6.70  2.0 2998.0 .599

注１；点数が高いほど社交に対する「恐怖・不安」の傾向が強い。
注２；得点は77点満点。
注３；得点前後差は、正の数字が大きいほど「恐怖・不安」傾向が減じたことを意味する。

表Ⅳ－10．規則改正前後におけるLSAS-J「恐怖・不安」得点の比較

単位：点

  
規則改正前（2018）n＝84 規則改正後（2021）n＝64

平均値 標準偏差 中央値 平均値 標準偏差 中央値 U値 p
臨床実習前得点 22.60 8.84 22.5 26.54 11.98 25.0 2371.0 .072
臨床実習後得点 21.26 9.92 22.0 23.85 12.43 23.0 2555.0 .265
前後差  1.34 7.35  0.5  2.69  7.98  2.0 2623.5 .390

注１；点数が高いほど社交場面における「回避」の傾向が強い。
注２；得点は77点満点。
注３；得点前後差は、正の数字が大きいほど「回避」の傾向が減じたことを意味する。

表Ⅳ－11．規則改正前後におけるLSAS-J「回避」得点の比較

単位：点

  
規則改正前（2018）n＝84 規則改正後（2021）n＝64

平均値 標準偏差 中央値 平均値 標準偏差 中央値 U値 p
臨床実習前得点 51.61 16.13 52.0 56.28  22.32 55.5 2506.5 .196
臨床実習後得点 47.49 19.28 48.5 51.46 23.5 48.5 2651.0 .448
前後差  4.12 11.72  3.5  4.82  12.51  7.0 2861.0 .987

注１；点数が高いほど社交不安の傾向が強い。
注２；得点は144点満点。
注３；得点前後差は、正の数字が大きいほど「社交不安傾向」が減じたことを意味する。

表Ⅳ－12．規則改正前後におけるLSAS-J「社交不安傾向」合計得点の比較

Ⅴ．考察
Ⅴ－１．�柔道整復師学校養成施設指定規則改正後の

臨床実習時間数が「コミュニケーションに
対する苦手意識」に及ぼす心理的影響

規則改正後の４年次臨床実習において、「コミュ
ニケーションに対する苦手意識」合計点は規則改正

前同様、臨床実習後に有意に低下したが、規則改正
前後の比較では臨床実習前後の得点に有意差がな
く、臨床実習時間数増加による心理的影響に有意な
差はなかった。

これには、「柔道整復師臨床（地）実習ガイドラ
イン」に記載されている「臨床実習カリキュラム」
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において11）、臨床実習が、「見学型臨地実習」と、
「参加型臨地実習」に分けられていることに一因が
あると考えられる。T大学において、１～３年生は

「見学型臨地実習」を基本としており、「参加型臨地
実習」は４年生において初めて経験する実習形式に
なる。したがって、規則改正後の４年生も、「見学
型臨地実習」を135時間経験しているとはいえ、「参
加型臨地実習」のように、患者や指導教員との直接
的、積極的なコミュニケーションの成功体験を重ね
てきているわけではない。そのために増加した臨床
実習時間数が、「コミュニケーションに対する苦手
意識」に影響を与えておらず、規則改正前後で有意
差が出現しなかったのだと考えられる。

しかし、４年次に初の「参加型臨地実習」を経験
した際には、「患者との会話やふれあい」、「患者の
症状に関する指導教員との質疑応答（口頭・書面）」
といったコミュニケーションの成功体験を通して対
人関係形成に自信が芽生え、臨床実習前後の得点に
よる検定において有意差が出現していることから、

「コミュニケーションに対する苦手意識」を低下さ
せる「良い」心理的影響が出現したと考えられる。

規則改正後の臨床実習後において「非言語コミュ
ニケーション」への苦手意識に関して低下がみられ
ない傾向は、規則改正前と同様の傾向である10）。他
の設問に比べ最初から苦手意識得点が低く、語学的
な能力や、専門知識が要求される「言語」および

「非対面言語」コミュニケーションに比べ、「言葉へ
の依存性が低く、相手の行動の予測性が高い」とい
う日本人のコミュニケーションの特徴が反映されて
いると考えられる22）。また、「社会的コミュニケー
ション」への苦手意識に関して低下がみられない傾
向は、規則改正前とは異なる傾向である10）。これ
は、規則改正後の学生が、「見学型臨地実習」にお
いて臨床現場での礼儀、身だしなみ、協調性、規則
の遵守といった、社会性が求められる行動を３年間
にわたり経験してきた結果、４年次の臨床実習が初
の臨床実習であった規則改正前の４年生よりも「社
会的コミュニケーション」への苦手意識が少ない状
態になっており、４年次に「参加型臨地実習」を経
験しても、「社会的コミュニケーション」への苦手
意識に関する低下の影響が現れにくかったと考えら
れる。これは、「見学型臨地実習」によって、社会
性が身についた結果として得られる「良い」心理的
影響の１つと考えられた。

以上のように、低学年時での臨床実習では、知
識、技術、経験の少なさから、自ら患者と積極的な

コミュニケーションをとれず、また実習形態による
制限もあり、その成功体験も得られないため、臨床
実習時間数が増加しても、コミュニケーションに対
する苦手意識全体の低下には十分な影響を及ぼして
いないと考えられる。

Ⅴ－２．�柔道整復師学校養成施設指定規則改正後の
臨床実習時間数が社交不安に及ぼす心理的
影響

規則改正後の４年次臨床実習において、臨床実習
前後の比較では社交不安への影響は有意に低下を示
す値が示されていたが、規則改正前後の比較では得
点に有意差はなく、臨床実習時間数増加による心理
的影響は見られなかった。この結果についても臨床
実習が、「見学型臨地実習」と、「参加型臨地実習」
に分けられている影響があると考えられる。評価尺
度は異なるものの、看護学生を対象とした研究で
は、「初回の実習前には高かった人間関係に関する
不安が、実習後には軽減され、特に患者に対する不
安が最も軽減されていた」との報告がある23）。これ
は、「看護学実習ガイドライン」には、臨地実習の
目的として「多様な人を対象として援助することを
通して、学生が知識・技術・態度の統合を図るとと
もに、対象者との関係形成やチーム医療において必
要な対人関係形成能力を養い（抜粋）」との記述があ
り24）、最初の実習から積極的な「患者（および指導
者）とのコミュニケーション」が実習の目的に取り
入れられていることが影響していると考えられる。

一方、「柔道整復師臨床（地）実習ガイドライン」
においては、「適切な対人関係を形成する」が目標に
挙げられているのは「参加型臨地実習」であり 11）、

「見学型臨地実習」には記載されていない。T大学
において規則改正後の増加時間数は、「見学型臨地
実習」主体であるため、規則改正前後の社交不安の
値に有意差が現れないことから、実習時間数の増加
が及ぼす心理的影響が少なかったと考えられる。そ
して４年次に、初の「参加型臨地実習」において、
患者と積極的に交流する機会が目的として与えら
れ、また、それに対応できるだけの知識と経験が身
についていたことから、「適切な対人関係の形成」
を経験し、漠然とした不安感が明確化し、それを克
服した結果、規則改正前同様、多くの学生はその成
功体験により、臨床実習後に社交不安の値が下がる
心理的影響（一部は不安の明確化により増加する影
響）がみられたのだと考えられる。
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Ⅵ．まとめと課題
３年生までの「見学型臨地実習」では、未知の人、

特に患者との対人関係形成能力が育成されていない
ことから、４年次の臨床実習前に、「コミュニケー
ションに対する苦手意識」と「社交不安」が増大し、
臨床実習後には低下するという、規則改正前と同様
の傾向となり、臨床実習時間数増加による差が出な
かった。つまり、改正前後ともに４年次の「参加型
臨地実習」を経験すると対人関係不安の尺度を示唆
する値が有意に低下するということは、３年生まで
の学習では、知識や技術の習熟度と対人関係形成能
力の育成、およびその成功体験が十分ではないこと
を示唆している。そのような状態での臨床実習では、
作業療法士を目指す学生において、「臨床実習前に
は不安尺度の得点が高いが、臨床実習の経験を重ね
ることで低くなる」と報告されたような12）、心理的
影響は得られないということが考えられる。

今後の対策として、知識や技術の向上とともに、
自信をもって接遇を行える対人関係スキルの教育を
行い、「参加型臨地実習」の比率を増加、あるいは

「見学型臨地実習」に対人関係形成能力を養えるよ
うな課題を組み入れる、といった経験をさせること
で、先行研究同様の影響、効果が期待できる。その
ためには、学生の情動傾向を把握し、その情動知性
を伸ばす必要がある。例えば、EQ（情動知能指数）
を質問紙で計測した量的研究では、看護学専攻の学
生は、他の専攻の学生よりも「対人対応」や、「共
感性」能力の得点が高いことが示されており25）、対
人関係形成能力の育成が必須である学科において
は、こうした学生の情動傾向を把握しておくことが
必要であり、１つの課題だと考えられる。

臨床実習時間数増加の趣旨である「柔道整復師の
臨床における、実践的能力を向上するため」の「実
践的能力」には、知識・技術に加え、対人関係形成
能力が含まれていると考えられる。臨床実習教育に
おいては、座学や実技とともに、学生の情動と能力
の成長段階に合わせて、適切な接遇を教育し、経験
させる必要がある。これらにより、学生が対人関係
形成の成功体験を積み重ね、接遇に不安なく、その
知識と技術を患者に還元できる柔道整復師になるこ
とこそ、「臨床における実践的能力を向上」するこ
とであり、増加した臨床実習時間数を知識・技術の
みにとらわれず、対人関係形成能力にも着目して活
用していくことができるように運用することが今後
の課題だと考えられる。

Ⅶ．結論
柔道整復師学校養成施設指定規則改正に伴う臨床

実習時間数増加による、心理的な影響をみるため
に、規則改正後の大学４年生を対象に「コミュニ
ケーションに対する苦手意識」と「社交不安」を評
価値として規則改正前の大学４年生と比較調査し
た。結果、４年次臨床実習の開始前、終了後とも
に、初の臨床実習経験であった規則改正前の学生
と、３単位135時間の臨床実習を経験して臨んだ規
則改正後の学生の間に統計的有意差は現れなかっ
た。しかし、規則改正前後とも、４年次の臨床実習
経験後には対人関係不安の値がともに有意に低下し
ていることから、低学年時での「見学型臨地実習」
と４年次の「参加型臨地実習」では、その実習目的
から、対人関係不安に与える心理的影響に差がある
と考えられた。

これらにより、臨床実習が対人関係不安に及ぼす
心理的影響は、単に臨床実習時間数によるものでは
なく、実習の目的や内容に加え、知識と技術の習熟
による自信を伴った「主に患者とのコミュニケー
ション」、およびその成功体験によって育成される

「対人関係形成能力」に依存すると考えられた。
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（資料１）　コミュニケーションに対する意識調査表




